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Ⅰ．はじめに
　国家知的財産権局は、2020年６月15日、「商標権
侵害判断基準」（以下「本基準」という）２を公布し
た（即日施行）。全38条から構成される本基準は、「商
標法執行の指導業務を強化し、法執行の基準を統一
し、法執行レベルを向上させ、商標専用権の保護を

強化するため」に公布された（本基準１条）。
　本基準により、従来よりも、模倣品の行政摘発の
判断基準が明確になることが見込まれるため、日本
企業・日系企業としても、本基準の内容をよく検討
しておく必要がある。

なお、本稿の最後に、本基準の日本語訳を掲載した。

☆中国知財の最新動向　第21回　国家知的財産
権局による「商標権侵害判断基準」の公布 … ⑴

中国知財の最新動向　中国知財の最新動向　第21第21回回

国家知的財産権局によ国家知的財産権局によるる
「商標権侵害判断基準」の公布「商標権侵害判断基準」の公布
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